
水防災教育学生サポーター制度 要項　

第１条 目的 

１ 本要項は静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会事務局 国土交通省中部地方整備局静 

岡河川事務所(以下、「甲」という。)と、静岡大学現代教育研究所(以下、「乙」という。）との

間において令和３年９月１日に締結された水防災教育学生サポーター制度（以下、「本制

度」という。）協定書に基づく活動を推進することを目的とし、本制度の利用、活動内容等に

関して必要な事項を定めたものである。なお、本制度は、甲と協定を締結していない者が水

防災教材（小学校向け、中学校向け、高等学校向け）（以下、「水防災教材」という。）を活用

することを妨げるものではない。 

２ 水防災教育に関する学校授業や地域イベント等(以下、「授業等」という。)における水防災教

材の活用のサポートとして、授業等の参加者への助言やデジタルコンテンツ操作補助等を行

うことで、教員やイベント実施者(以下、「依頼者」という。)の負担軽減を図る。 

３ 本制度により水防災教材の活用をサポートする大学生(以下、「サポーター」という。)の水防

災知識の向上、教員を目指す学生の教育現場経験、河川行政への理解促進の場を提供する。 

第２条 事務局の設置 

本制度に関する事務局は、甲が行うものとする。 

第３条 サポーターの派遣 

サポーターとして派遣される者は、乙がサポーターとして適切だと判断した者に限る。

第４条 依頼者の条件 

依頼者は原則として、大規模氾濫減災協議会の各構成機関が所管する小学校、中学校及び高等

学校とする。ただし、甲の判断により、水防災教育に関心を持ち、水防災について知識を深め

たいと考えている組織も依頼者として認めるものとする。 

第５条 制度の利用 

依頼者は派遣申請書（様式１）を甲へ提出し、甲は派遣要請書（様式２）により乙にサポータ

ーの派遣を要請する。乙はサポーターを選出のうえ、要請を承諾する旨を甲へ連絡する。もし

くは要請に応じられない場合はその旨を甲に連絡する。要請を承諾する場合、その後の関連資

料・事前会議日程・授業日程等の各種連絡は、甲から乙を通してサポーターへ伝達する。 



第６条 サポーター活動内容等（活動時のルール及び活動のＰＲ） 

１　サポーターの活動範囲は、甲もしくは依頼者が指示する範囲とし、活動時のルールは以

　　下を基本とする。 

（１）サポーターは、水防災教材を活用した授業等の概要の把握、教材内容の習得（必要に応じ

て自主勉強）を行う。

（２）サポーターは、授業等において実施する内容、授業等への参加者への助言内容や方向性、

その他留意事項等については、授業等の事前に、甲、乙、依頼者が行う打合せにおいて確

認する。

（３）授業等では、指定された時間に集合し、依頼者の進行に沿って指定された活動内容を履行

する。なお、進行状況や依頼者の判断により、活動内容が変更になる場合は、サポーター

が可能な範囲で対応する。

（４）授業等で用いる教材や配布資料は甲が用意し、パソコン・タブレット等機材等の用意は依

頼者を基本とするが、甲、乙及び依頼者間の調整により分担を変更することもできる。た

だしサポーターの自己負担による準備は求めないものとする。

(５) 活動終了後、乙は水防災教育学生サポーター活動報告書（様式３）（以下、「活動報告書」

という。）を甲へ提出する。

（６）甲は乙より提出された「活動報告書」をもとにサポーター活動の認定を行う。

(７) サポーター本人の都合等により活動が困難となった場合は、乙は代替者を可能な限り選定

する。ただし、調整困難な場合は、甲から依頼者と調整を行う。

（８）サポーターの活動に伴う交通費及び飲食等は、原則として自己あるいは乙の負担とする。

（９）サポーターが活動中に故意ではない事故等による損害に備え、甲はサポーターに対し傷害

保険の加入を推奨する。加入しないサポーターの損害については、自己責任により活動に

対する賠償を求めないものとする。

（10）水防災教材の著作権は甲が有するものとするが、サポーターや乙が水防災教材を用いてそ

の他活動を行うこと、また水防災教材の一部を改変して活用することを妨げることはない。

ただし、甲に不利益をあたえるおそれがある場合には適用しない。

２  サポーター活動のＰＲについては、甲及び乙の運営するホームページにて行う。この際、サ

ポーターの個人情報が確認できる情報は掲載しない方針とする。ただし、活動のＰＲで使用

する際の写真等でサポーターが映り込むことについて、肖像権使用同意書(様式４)にてサポ

ーター本人の承諾が得られた場合は写真等の掲載を妨げるものではない。 

第７条 個人情報の取り扱い 

１ 甲、乙、サポーター、依頼者は本活動中に得た個人情報を本活動の目的以外に用いることは

禁止する。 

２ 甲からサポーター本人への直接連絡は原則行わない。ただし、本人の承諾が得られた場合は、

必要に応じて甲から直接連絡を行う場合がある。 



第８条 活動への是正処置 

甲は、サポーターが次のいずれに該当する場合は、その理由を伺った上で、是正処置をとるこ

とがある。 

(１) 活動の趣旨に違反した、またはその疑いがあると認められた活動行為の場合

(２) 法令や公序良俗に反する行為が認められた場合

第９条 免責事項 

１ サポーターが本活動に起因または関連して、サポーターと依頼者及びその関係者、もしくは 

三者との間で紛争が発生した場合、サポーターおよび乙の費用と責任において、当該紛争を解 

決するものとする。 

２ サポーターが本規約に違反して甲と乙に損害を与えた場合、サポーターが被った損害を受けな

ければいけない。 

第１０条 その他 

本要項に記載のない事項については水防災教育学生サポーター制度協定書に基づき、甲と乙の

協議で定める。 

第１１条 附則 

本要項は令和３年９月１日から施行する。 
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